
令和５年 第13回 

令和５年９月20日 

福岡市中央区選挙管理委員会 

議 題 

議案第47号 検察審査員候補者予定者名簿に登載する者について 

議案第48号 裁判員候補者予定者名簿に登載する者について 

その他 

〇勉強会 在外選挙制度について 

次回開催日  令和５年10月20日（金）10：00～ 区長応接室 

次々回開催日 令和５年11月20日（月）10：00～ 区長応接室 
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議案第４７号 

検察審査員候補者予定者名簿に登載する者について 

令和５年検察審査員候補者予定者名簿に次の者を登載する。 

  令和５年９月20日 

    福岡市中央区選挙管理委員会 

 委 員 長  妹 尾  俊 見 

福岡第一検察審査会の検察審査員候補者予定者名簿に登載する者 

１．登載する者の数    30人 

２．登載する者の氏名等  別紙のとおり 

福岡第二検察審査会の検察審査員候補者予定者名簿に登載する者 

１．登載する者の数    30人 

２．登載する者の氏名等  別紙のとおり 

（根拠）検察審査会法第10条第２項の規定による。 

 

第十条 市町村の選挙管理委員会は、前条第一項の通知を受けたときは、当該市町村の
選挙人名簿に登録されている者の中からそれぞれ第一群から第四群までに属すべき検察
審査員候補者の予定者として当該通知に係る員数の者(公職選挙法(昭和二十五年法律
第百号)第二十七条第一項の規定により選挙人名簿に同法第十一条第一項若しくは第二
百五十二条又は政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十八条の規定に
より選挙権を有しなくなつた旨の表示がなされている者を除く。)をくじで選定しなければな
らない。 

② 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により選定した者について、選挙人名簿に記
載(公職選挙法第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿に
あつては、記録)をされている氏名、住所及び生年月日の記載(次項の規定により磁気ディ
スクをもつて調製する検察審査員候補者予定者名簿にあつては、記録)をした検察審査員
候補者予定者名簿を調製しなければならない。

http://10.250.2.55/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
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議案第４８号 

 

    裁判員候補者予定者名簿に登載する者について 

 

 令和５年裁判員候補者予定者名簿に次の者を登載する。 

 

  令和５年９月20日 

 

                   福岡市中央区選挙管理委員会 

                    委 員 長  妹 尾  俊 見 

 

 

１．登載する者の数    ４１７人 

 

２．登載する者の氏名等  別紙のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

根拠）裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第21条第２項の規定による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(裁判員候補者予定者名簿の調製) 

第二十一条 市町村の選挙管理委員会は、前条第一項の通知を受けたときは、選挙人
名簿に登録されている者の中から裁判員候補者の予定者として当該通知に係る員数の
者(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二十七条第一項の規定により選挙人名
簿に同法第十一条第一項若しくは第二百五十二条又は政治資金規正法(昭和二十三
年法律第百九十四号)第二十八条の規定により選挙権を有しなくなった旨の表示がなさ
れている者を除く。)をくじで選定しなければならない。 

２ 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により選定した者について、選挙人名簿に
記載(公職選挙法第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもって調製する選挙人
名簿にあっては、記録)をされている氏名、住所及び生年月日の記載(次項の規定により
磁気ディスクをもって調製する裁判員候補者予定者名簿にあっては、記録)をした裁判
員候補者予定者名簿を調製しなければならない。 
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